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退職金送金指定依頼書（退職者本人の口座へ振込希望の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

＜記入例＞ 

 退職者本人の口座へ振込について 

・振込先金融機関は、退職一時金受給申請書に記載の氏名と同一名義口座に限ります。 

退職金は、退職共済規程により原則、共済契約者等へ支給するとなっ

ております。具体的な事情がなく「退職者の希望」「本人の希望」「退職

の為」「本人の都合」などの理由での、退職者本人口座への送金依頼は

控えていただき、共済契約者等でお受取くださいますようお願いしま

す。なお、振込手数料については、皆様からの掛金等の一部で負担され

ています。 

退職共済規程（抜粋） 

（給付金の請求） 

第 17条  加入者が退職したとき（死亡による退職を含む。）は、共済契約者等

からの請求により給付金額を共済契約者等へ支給する。（略） 

 

 


